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令和３年第７回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１．開催日時   令和３年７月２７日（火）午後１時２５分 

 

２．閉会日時   令和３年７月２７日（火）午後２時３０分 

 

３．場 所   平川市尾上分庁舎 庁議室  

 

４．出 席 者   （教 育 長）須々田孝聖 

（１番委員）工藤泰子（２番委員）加藤恒有 

（３番委員）中嶋静賢（４番委員）葛西万博 

（５番委員）工藤甚三  

       

５．欠 席 者   なし 

 

６．署 名 者   （２番委員）加藤恒有（３番委員）中嶋静賢 

  

７．説 明 者   三上事務局長、田中学校教育課長、工藤指導課長、 

加藤生涯学習課長、髙阪スポーツ課長兼学校給食センター所

長 

 

８．会議録作成者 葛西学校教育課長補佐、工藤学校教育課主事 

 

９．議事 

（１）議案 

議案第１６号 平川市奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則案に 

ついて 

   

１０．各課からの報告 

（１）日程等 

（２）その他 

  ①東北中学校ソフトボール大会事業費補助金交付要綱について 

  

１１．会議の大要 
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午後１時２５分に教育長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署名

委員を前項６のとおり指名する。議案１件を審議した。 

 

１２．会議の状況 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

これより令和３年第７回平川市教育委員会を開会いたします。 

案件の説明者は教育委員会事務局長、及び各課長にお願いしま

す。 

会議録記録者には学校教育課の葛西補佐、工藤主事にお願いし

ます。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、議長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 

日程第２、会議録署名委員の決定について議題とします。 

会議規則第２３条に基づき、本委員会の会議録署名者は、２番

加藤委員、３番中嶋委員を指名します。 

日程第３、会期の決定について議題とします。本定例会の会期

は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

（異議なし） 

 

異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告に入ります。 

（１ページの要旨を説明） 

教育長報告の中で、ご質問ありませんか。（一同なし） 

それでは日程第５、議事に入ります。今回は議案が１件となっ

ております。それでは、議案第１６号 平川市奨学金貸与条例

施行規則の一部を改正する規則案について、教育委員会事務局

長に説明を求めます。 

 

（議案第１６号 平川市奨学金貸与条例施行規則の一部を改正

する規則案について説明。）詳細につきましては、学校教育課

長より説明させます。 

 

平川市奨学金貸与条例施行規則の改正内容についてご説明いた

します。大きな改正点は、令和２年４月１日施行の民法の一部

改正に伴う対応、これまでの規則改正の際に訂正漏れとなって

いた文言の修正及び各種様式の規則本文との整合性をとるため
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教育長 

 

工藤（甚）委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

の訂正の２点であります。 

本日配布いたしました資料により、主な改正内容についてご説

明いたします。（配布資料をもとに説明。） 

はじめに、これまでの規則改正時における訂正漏れに係る改正

です。 

これまでの規則中の条文では、見出しは「保証人」となってお

りますが、本文中では「連帯保証人」という記載になっており

ました。 

平成２７年度の規則改正の際に保証人の取り扱いについて、連

帯保証人と改正する作業の中で訂正漏れとなっていたものであ

り、この点について今回修正するものであります 

次に、令和２年４月１日施行の民法の一部改正に伴う対応につ

いてご説明いたします。 

令和２年４月１日施行の民法一部改正の目的の一つは、連帯保

証人の権利を守ることであり、奨学金貸与についても、借入の

際に連帯保証人が保証すべき額をあらかじめ明記することが必

要となりました。 

この対応として、「連帯保証人」欄に「極度額」の項目を追加

し、連帯保証人が保証すべき額を明記するよう改正いたしまし

た。 

以上が本議案の主な内容であります。 

 

本件について質問等はありますか。 

 

様式第５号から「卒業」の文言を削除していますが、どのよう

な理由で削除したのでしょうか。 

 

奨学金の貸与を受けている方に対しては、毎年「在学証明書」

の提出を求めているため、卒業について届出がなくとも在籍状

況の把握が可能なためです。 

 

他に質問等ございませんか。（一同なし）ないようですので、

本議案については承認することでよろしいでしょうか。（一同

異議なし） 

それでは、次に日程第６、各課からの報告に入ります。はじめ

に学校教育課の日程について、何か質問等ございませんか。
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工藤（甚）委員 

 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

中嶋委員 

 

 

 

教育長 

 

工藤（甚）委員 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

（一同なし） 

それでは次に、指導課の日程について何か質問等ございません

か。 

 

ヤングケアラーについては社会的にも世界的にも話題となって

いますが、平川市の児童生徒についてどの程度把握しているの

でしょうか。 

 

ヤングケアラーについては、まずは周知を図ろうということ

で、校長会と生徒指導推進協議会では、新聞記事等を用いて説

明を行ったところです。 

ヤングケアラーについては、該当するのかどうかの見極めが難

しいところであり厳密な把握はできていないと思いますが、当

市では各校の教育相談やアンケート等において児童生徒の状況

を把握し対応しているところであります。 

今後は、国からも様々な手立てが示されていくと思います。 

 

他に質問等ございませんか。 

 

各学校への生徒指導についてですが、中学校のいじめの認知件

数が増加しているということですので、引き続き今後も細やか

な対応、指導をしていただきたいと思います。 

 

他にありませんか。 

 

令和３年度小・中学校の修学旅行について、現在の状況や今後

の見通しについてお知らせいただきたいと思います。 

 

修学旅行について、１学期中に実施済みは小学校２校、中学校

１校であります。７月に実施予定でしたが、２学期以降に延期

している学校もあります。 

市内すべての小・中学校において、平川市でも定めている「修

学旅行実施に関するガイドライン」に基づいて、実施・延期に

ついて相談しながら進めているところであります。 

 

他に質問等ございませんか。（一同なし）それでは次に、生涯
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工藤（甚）委員 

 

 

給食センター

所長 

 

教育長 

 

 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

学習課・図書館の報告に入ります。生涯学習課・図書館の日程

について、質問等ございますか。（一同なし）次に、スポーツ

課の日程について、質問等ございますか。（一同なし）最後

に、給食センターの日程について何か質問等ございますか。 

 

二学期給食開始という記載となっていますが、市内小中学校は

すべて三学期制ということでよいのでしょうか。 

 

給食について、夏休み明けから二学期、冬休み明けから三学期

と表現しておりました。 

 

他にありませんか。続きまして、東北中学校ソフトボール大会

事業費補助金交付要綱について、スポーツ課長、お願いしま

す。 

 

東北中学校ソフトボール大会事業費補助金交付要綱について、

説明いたします。令和３年８月９日、１０日に平川市運動施設

で開催が予定されている東北中学校ソフトボール大会につい

て、大会実行委員会に対する補助金を今年度当初予算に計上し

ておりました。この補助金を交付するにあたって必要な補助金

交付要綱を定めたものであります。 

 

本件について、何か質問等ございませんか。（一同なし） 

ないようですので、本日の案件はすべて終了となります。 

８月の定例会についてお知らせします。８月の定例会は、８月

２４日午後１時３０分からこの場所で開催することとします。 

  

 


